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【現状と課題】 

 現  状 

○ 「安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法

律」において、国・地方公共団体・採血事業者の役

割が明記されています。

○ 毎年度、国が定める「献血推進計画」に基づき、

愛知県献血推進協議会の意見を踏まえて献血目標

量及び献血推進のための事業を設定しています。

○ 本県の輸血用血液製剤は県内の献血で確保され

ていますが、少子高齢化が進み、献血者数が減少し

ています。献血目標量の達成及びより安全な血液製

剤の供給を図るため、400mL及び成分献血の推進を

図っています。（400mL及び成分献血による血液は、

少人数の献血者の血液で輸血を行うことができる

ため患者さんにとって、副作用などを減らすことが

できます。）（図10-6-①～10-6-③） 

 課  題  

○ 少子化と若者の献血離れにより献血

者が減少していますが、毎年度、国が定

める必要な血液の目標量を確保してい

く必要があります。

【今後の方策】

○ 国から毎年度示される県の献血により確保すべき血液の目標量の確保を図っていきます。

○ より安全な血液製剤の供給を図るため、400mL 及び成分献血の推進を図っていきます。

○ 若年層の献血への理解を深めるための普及・啓発を一層推進していきます。

第６節 血液確保対策 

【用語の解説】

○ 献血の種類 

採血方法は大きく分けて２種類あり、すべての血液の成分を採血する方法（全血献血）

と必要な血液の成分を採血する方法（成分献血）があります。 

・全血献血は、１回の献血での採血量で、400mL 献血と 200mL 献血があります。 

・成分献血は採血する成分の種類で、血漿成分献血と血小板成分献血があります。 

○ 輸血用血液製剤の種類 

医療機関で使われる輸血用血液製剤には、大きく分けて「赤血球」「血漿」「血小板」「全

血」があります。現在では、血液を各成分に分離し、患者さんが必要とする成分だけを輸

血する「成分輸血」が主流となっています。 
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（資料提供：愛知県赤十字血液センタ－・作成：愛知県）
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